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経団連会館で日瑞基金会員総会

今秋第一期研究員を派遣ヘ

The Second General Meeting of J apan Sweden Foundation 

was held at Keidanren.kaikan to make concret.e its activity 

plan， budget， various provisions， etc 

日瑞基金総会で経過を説明する右から西村専

務理事，土光会長，堀越理事，花村評議員

六本木に建設が進むスウェーデンセンター

スウェーデンの実業家アノレネ・ベ〉レグアレンド氏の提唱

に基づいて昨年10月発足した 庁本〆側日瑞基金は，去る 5

月28日東京・大手町の経団連令官官で第2回会員総会を開

{雀した。 -:Y......

総会は土光敏夫会長(東京芝浦電気社長〕が議長とな

って進められ，理事の補充，選考受入委員の選出，各種

規定，事業計画・予算案などを議決し，活動はいよいよ

具体的段階を迎えることになった。同基金は今後早急に

派遣研究員を募り，この秋には第 1期研究員をスウェー

デンへ送り出したいとしている。本年度の派遣分野は産

業技術関係に絞られるが，次年度より漸次，医学，社会

科学，人文科学，自然科学，文化の各領域にまで広げら

れる。

日瑞基金は単に留学生の交換を行なうだけでなく両国

間の知識・情報の交流や相互理解の促進に必要な事業も

行なう。

基金の専務理事には西村光夫氏(スウェーデン社会研

究所長)，派遣・受入委員会委員長には岡村誠三氏〔ス

ウェーデン理工学アカデミー会員，京都大学教授)，同

委員に沖中重雄氏，茅誠司氏，川端康成氏，東畑精一

氏，松本重治氏をそれぞれ選出した。

これに呼応するスウェーデン側の基金は目下設立準備

が進んでおり，この秋にスタートの予定。

東京・六本木にスウェーデンセンター
Sweden .Cen tr色 undercons truction a t Ro ppongi 

六本木の国際文化会館坂下に，スウェーデンセンター

の建設工事が急ピッチで進められている。これは日本と

スウェーデンとの通商拡大および振興のために，スウェ

ーデン政府が肩入れしてスウェーデンセンター・ジャパ

ン株式会社 (SwedenCentre Japan A B，政府58%，

民間42%出資，本社ストックホノレム〉が設立されたが，

(12頁へつづく〉
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日瑞基金の発足
About the J apan Sweden Founda tion 

所長 西 ネナ 光 夫
Prof. Teruo Nishimura 

さきに本昔、上にも紹介された日瑞基金が，両国において準備段階を終り， いよいよ発足の運びとなっ

たことはまことに喜こばしい。以下こんにちに至る経過の大要を記しておきたい。

1968年春スウェーデンの実業家アノレネ・ベノレグ

ノレド氏が来日し、チェノレベリ(スウェーデンの有

力商社〉の重役井上金太郎氏を介してわたくしを

訪ねられた。同氏は国際的に活動している若い実

業家であるが，同時に国際社会の改善に奉仕した

い熱意をもっ理想家であり，かっ年来の親日;家で

ある。かれはそのとき右の二つをつなぐ一案をも

ってきていて，わたくしに協力を依頼した。その

一案が両国の学生交換事業を主軸とする日瑞基金

設立案である。

わたくしはその趣旨に賛成して，かれとともに

有力者を訪れて，協力を乞うた。川端康成氏がま

っさきに承諾され，わが研究所の松前会長，大平

理事長ももちろんこれに加わった。基金の資金関

係については経団連と相談し，その快諾を得るこ

とによって実現性が約束されることになった。こ

う書けば簡単なようであるが，実際にはかなりの

時と手間とが必要であった。 68年秋ストックホノレ

ムのベノレグノレンド氏のオフィスで2人の名による

基金の綱領をっくり，ベノレグノレンド氏はそれをた

ずさえてスウェーデン側の工作をするとともに，

69年春にはまた来日して日本側の工作に努力した。

その後はこのステートメントが骨子となって漸次

具体化が図られたのであるが，簡単に申すと， (1) 
東京とストックホノレムとにそれぞれ日瑞基金 Ja-

pan-Sweden Foundationを設立する。 (2)基金は

当初数年は必要資金を年次ベースで収得する。 (3)

当初は， 2， 3人の研究者を相互に派遣し，受入

れることとし，将来は， 5， 6人に増加する。 (4)

派遣者は帰国後の連けいを保つようにし，両国間

の知識情報の交換，ひいて親善の増進に資すると

いう趣旨である。

1970年にはいるとスウェーデン側の機運も漸次

熟してきて， ロイヤノレ・スウィーディッシュ・ア

カデミー・オブ・エンジニアリング・サイエンス

(I VAとよばれる〉、産業連盟 Federationof 

Swedish lndustriesスウェーデン研究所 Swe-

dish Institute (政府直轄の知識，情報機関〕の三

つの機関が母体となって，基金を創設するという

段取りになった。このようにスウェーデン側では

官民を含めた挙国的な体制でことを進めることに
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なったので， 日本の場合に較べて設立の具体化に

どうしても多少手間取ることになった。70年の 8
月にわたくしはストックホノレムを訪れてその進行

状況を確かめ，かつ設立の促進を促した。政府は

わたくしのため三機関の代表と会談する機会を作

ってくれ，わたくしは日本側の情況を伝えるとと

もに，向こうの熱意を知って安心を得た。そうしr

た背景の下で， 10月27日， 日本側は東京の経団連

会館で設立総会を聞く運びとなった。

総会にはかねて経団連から維持会員として資金

的協力をお願いし，承諾された法人の代表および

経団連からは土光，堀越両副会長，花村専務，そ

れに京大の岡村教授，松本重治氏等，当研究所か

らは高須理事とわたくしが出席，土光氏が議長と

して，設立趣旨，運営方針，規約，役員委嘱等に

つき説明，種々論議の上滞りなく議事の可決をみ，

ここに正式に基金の設立をみた。

越えて今年に入ってから 5月スウ ェーデン側

の本極りになった情報をたずさえてベノレグノレンド

氏が来日し，経団連幹部やわたくしどもと懇談し

たが，そこでスウェーデン側の20名の理事も明ら

かにされ，また基金の名称、も日瑞調査研究基金

Japan-Sweden Research Foundationと称ぶ

ことになったとのことであった。それと関連し

て，両国相互の研究調査という面が一層重要視守

れることとなり， 日本側ではその点当研究所の機

関を役立てることとなり，基金と研究所は将来に

わたり車の両輪のような密接な関係を打ちたてな

ければならないことが認められた。さらにまた人

員の派遣も，当初考えられた学生の定期的(原則

2年〉留学だけでなく，教授や専門家の短期派遣

も行いたいという意向も開陳され，当方もそれを

諒解した。

要するにスウェーデン側では官民一体となって，

基金の今後の活動と発展とに大いに力こぶを入れ

ようとしていることが一層明瞭となり，こちら側

としてもこれに応ずる構えをもたなければならな

いとの印象を強くしたのである。

次いで 5月28日，経団連会館で基金の総会と理

事会とを開催し，右に述べたような発展を基礎と

して，昭和46年度の活動方針と予算の審議を行な



った。土光会長が議長となり議事が進められたが，

今後の方針として研究員派遣の実施要項，法人維

持会員増加，派遣員選考委員会の設置，理事，評

議員の追加委嘱，西村への専務理事委嘱，予算の

承認、等が決められた。選考委員会は理事中より選

任されるが，委員には川端康成，沖中重雄，茅誠

司，東畑精一，松本重治，岡村誠三の諸氏が選ば

れ，岡村氏が委員長の席につかれることとなった。

派遣員は最初二人とし，産業技術関係に人を求め，

早速本年度から送り出す予定とした。すなわちこ

こに基金は実際上の活動段階にはいったわけであ

る。基金の事務は差当りスウ ェーデン社会研究所

が扱うことになり，研究所はそれだけ多忙になる

が，前記のように将来は調査研究の面でも基金に

協力しなければならないこととなるので，研究所

の活動面は一層の拡大が予想されることとなった。

研究所と基金とが相まってそれぞ、れの目的を成功

的に果してゆく日のことを考えるとまことに楽し

い想像が湧いてくるのであるが，その道程には色

々の困難も生じてこょうかと思われる。この機会

に各方面の御理解と御協力を切にお願いする次第

である。

【解説】

「日瑞基金J はスウェーデン語で "Japansk-

svensk forskningsstiftelsen" と呼ばれ，英語

では ド]apanSweden Research Foundation" 

と呼ばれる。

日本とスウェーデンとにそれぞれタイアップし

て設立され，留学研究生の交換，知識・情報の交

流などを通じて両国関係の緊密化をはかり，相互

の発展に寄与することを目的として運営される。

日本側は昨年10月27日，およそ50の関係会社に

呼びかけ，東京・大手町の経団連会館で総会を聞

いて基金の設立を決議した。会長に土光敏夫氏を

選び，スウェーデンに関係ある有力企業に対して

さらに協力を呼びかけることになり， 30人の理事

と2人の監事を委嘱した。この中には経済界以外

に，大平正芳，岡村誠三，川端康成，西村光夫，

松本重治などの各界の顔ぶれがある。基金の組織

は当分の間任意法人で運営され，年々の必要経費

は会費で賄われるが，将来は財団法人に改組され

ることになっている。

土光会長はこの総会で、つぎのように挨拶した。

「昨年4月，スウェーデンのMercatorTrading 

Co.社長のアノレネ・ベノレグノレンド氏が，経団連堀

越副会長を訪問し， 日本・スウェーデンの両国の

科学技術等の分野におけるスカラシップ留学生の

交換を目的とする財団設立計画を説明され，経団

連の協力を要請してきた。その後同氏は再三経団

連を訪問され，またスウェーデン理工学アカデミ

ー専務理事のブロフノレト博士も来訪されて，財団

設立の具体策および推進方について協議を重ねて

いかれた。また，私が昨年9月に経団連が派遣し

た経済使節団の団長としてスワェーデンを訪れた

際にも，先方の経済界首脳および政府要人より日

瑞基金設立の話しがあり，大いに賛意を表してき

た次第である。

わが国とスウェーデンとは互いに遠隔地にある

が，最近両国とも科学技術，産業，社会ならびに

文化の各分野において急速な発展を遂げ，その関

係も次第に緊密の度を深めつつあるので，このよ

うな時に両国の優秀な学生等の交流を通じて，両

国の一層の緊密イじをはかることは，誠に時宜を得

た有意義なことだと思う。」

基金の事務局は差当たりスウェーデン社会研究

所内に置かれて，スウェーデン側基金との連絡，

選考・派遣に必要な事務などを行なう。

その後会員の募集や研究員の派遣規定案なども

整い，またスウェーデン側基金の設立準備も進ん

できたので，去る 5月28日第2回会員総会および

理事会を聞いてこれらを議決した。これによって

いよいよ活動が具体化されることになったが，今

秋には第一期研究員を現地へ派遣する予定。

本年度は産業技術関係の分野から人材を求める

ことになったが，次年度より漸次，医学，経済，

社会，政治，文化などの領域へと拡大される。派

遣研究員に応募するには，所定の願書に戸籍謄本，

住民票謄本，卒業証明書，履歴書，所属機関代表

者の推薦状，健康診断書各一通を添えて事務局へ

申込む。応募資格は大学院，研究機関，基金会員

会社，学会のいずれかに所属していて，原則とし

て大学の課程を終了した日本人となっている。派

遣期聞は 2ヶ年， 1ヶ年， 3ヶ月の三種が設けら

れるもようで，奨学金は毎月 9万円，ほかに横浜

・ストックホノレム聞のシペリア経由旅費相当額が

支給される。
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老人用ホームヘルパ
ー一日本とスウェーデンーー

Homehelper for Old Age-Japan and Sweden 

日本とスウェーデン

日本政府は老人家庭奉仕員事業の補助金として，本年

度は約6億円の予算を計上した。この金額は，ねたきり

老人対策費7億円余の大部分を占め，ねたきり老人のた

めの政府施策は，老人家庭奉仕員に集中されでいること

がわかる。このように日本でも政府がこの事業の重要性

を認めだしたところではあるが，今のところ，まだ狭い

範囲の老人しか対象になっておらず，一般にはそういう

制度のあることさえあまり知られていない。

スウェーデンのホームヘルプ制度は，最近はすでに社

会保障制度の中で重要な地位を占めはじめ，政府は多額

の補助金をこの政策実施のために出している。スウェー

デンのホームヘノレパーには次の三種類がある。

ホームメーカー(有子家庭の主婦に事故のあるとき，

主婦代理，母親代理をする〉

ホームサマリット(老人および身障者家庭を定期的に

巡回訪問して世話をする〕

ホームナース(両親が就職している子どもが病気など

のとき，親の留守中子どもの世話だけをする〉

実際の仕事上ではこれらは互いに融通しあうこともある

が，制度上の身分，料金，条件などはっきりとわかれて

いる。日本の老人家庭奉仕員はこのうちのホームサマリ

ツトに相当するので，これだけを取り出して，日本の事

情と比較してみることにする。

日本の老人家庭奉仕員事業は，昭和30年代の初め，大

阪市と長野県下で活動を開始した。政府がはじめてこの

事業に国庫補助金を出したのが昭和37年度で，そのとき

の設置市町村数は15，奉仕員数278人であった。 38年度

に老人福祉法が施行されてから，奉仕員数は年々土曽加し

43年度には 1，313人になった。本46年度では 6，300人で

あって， 1人23，900円の月給の3分の lを国庫補助金が

賄う。政府は補助金を全国都道府県に配分し，事業は地

方自治体が行なうものである。 10年聞に人員約23倍とい

う数字は大きいが，日本の総人口の中で， 1人暮しの老

人54万人，ねたきり老人20万人と推定されるなかで，こ

の数の家庭奉仕員では約27，000人 (44年度)しか援護で

きない。それでもはじめの頃は生活保護家庭しか対象に

ならなかったものが，所得割非課税家庭にゆるめられ，

ねたきり老人だけではなく，身心障害のため日常生活に

支障のある老人にも，僅かながら拡まってきた。

スウェーデンのホームヘルプ事業の歴史は，三種類の

ホームヘノレパーがからみ合っているので，ホームサマリ

ツトだけを取り出すことはむずかしい。ホームヘノレフ。事
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小野寺百合子
Yuriko Onodera 

業の草分けは， 1920年ウプサラ赤十字であって，それま

でなかった新しい事業として，まず学校をつくってホー

ムヘノレパーを養成し，その活動についてははじめから労

働条件を定め，身分を保障し，任務内容も明確にした。

その後この事業は，赤十字以外の私的団体ゃいくつかの

コミューンにも採用されたが，当時の家庭では入手は容

易に得られたし，中流階級以上には家事使用人がいたか

ら，ホームヘノレブ。事業は専ら低所得階級の老人， 身障

者，多子家庭に対する慈善的救済という性格を持ってい ハ

た。

ところがその頃スウェーデンは深刻な人口問題に直面

し，人口問題審議会は1941年，人口増加政策の一環とし

て，児童保護，出産奨励の意味をもっホームへ1レフ。事業

の推進を勧告した。 1943年はじめてこの事業に特別国庫

補助が出ることになったが，このときの布告によれば，

国庫補助の対象となるのは，有子家庭で母親が病気や出

産などの場合に臨時に援助するホームへ/レパーだけであ

った。そのときのへノレパー数は学校教育を受けたもの

200人，受けないもの 160人で，補助金は給料の40%で

あった。ずっとあとになって，布告に追加条項が加わっ

て，独居の老人および身障者家庭を定期的に巡回サービ

スするホームサマリットも補助金の対象とすることにな

った。

1960年になって政府はホームへノレフ。事業を全面的にコ

ミューンに乗せることにして，前の布告も特別国庫補助

金も廃止した。新しい布告では，政府はコミューンに対

し，コミューンの行なうホームへ/レプ事業に補助金を出

すことだけを規定し，社会庁はコミューンの事業活動を

総監督し勧告を行なうものとなった。この年のホームへ

ノレパー数は，フノレタイム 3，393人，パートタイム 270人

で，補助金は給料の35%となった。それ以来，全国コミ

ューン (1971年 464)には必らずホームへJレフ。局がおか

れ，へJレパーはすべて地方公務員の身分を確保された。

1971年2月現在，ホームメーカー 3，830人，ホームサマ

リット58，238人，ホームナース 797人である。国庫補助

金は私立団体も対象となるので，上記の数には地方公務

員でないホームへJレパーも少数は含まれている。労働組

合の関係は，ホームメーカーが地方公務員組合(TC 0) 

に，ホームサマリットとホームナースが労働者組合 (L

0)に属する。

ホームサマリットはこのように，一番歴史は古いのに

国庫補助の対象となるのはおそかった。その間，給与は

低く人が得られず，特技のない主婦の育児を終えたあと



の適職として，宣伝につとめた時代もあった。 すべき仕事の種類 1週間のうち派出回数と労働時間，

今日のホームサマリツトは，ホームナースとともにパ 料金などを決めてきてから，はじめてホームサマリット

ートタイムの地方公務員で，労働条件は次の通りであ を派遣する。このようにリーダーの任務が重いので，そ

る。 (1970年12月〉

時間給 A地域 9.15kr B 9. 25kr C 9. 75kr 

労働時間最少限 週 18時間

の資格がやかましい。全国に10カ所あるホームヘノレブ学

校のリーダーコースで，有資格者をさらに教育してい

る。 (4週， 140時間〉

フルタイム週 42時間 居宅福祉とホームガマリ ット老人人口の増加により

通勤を原則とするが宿泊は 1月97kr(C地域〉 日常生活に差し支える老人の数もふえ，老人ホーム入所

有給休暇 フノレタイム 24日(週日〕 希望者は増すばかりである。しかし完備した老人ホーム

こうして身分が定まってから労働力不足はないし，現 は建設，運営ともに膨大な費用がかかり，老人は保護施

在男子350人が含まれている。 1970年1月の最終週間の 設にはいると生活意欲を失ってしまう。スウェーデンは

ホームサマリット活動は

サービス家庭数

サービス時間

143， 775世帯

679，464時間

ホームサマリットの任務は，普通は老人家庭の日常家

事で，掃除，炊事，洗濯，買物などであるが，病気の老

人には家庭看護，孤独感の強い老人には話相手という役

割もある。長年家庭の主婦であった婦火にはすぐできる

仕事で，教育を受けることは必ずしも義務づけられては

いない。現在のホームサマリツト総数のうち，教育を受

けたものは約5分の uこしか過ぎない。

ホームへノレパー教育は，社会省から文部省に管轄が移

り，職業学校の中で全国で12校が持っているホームへJレ

ノfー学校が行なう。ホームサマリットコースはその中の

一科であって，期聞は 5週間，160時間で，全日制でも

定時制でも入学できる。課目は，保健学，看護法などの

医学知識の時間数が一番多く ，栄養食品，家事などの家

政学の知識がそれに次ぐ。ほかに就労の心得と心理学が

含まれている。しかし学校教育を受けるホームサマリツ

トの数は少ないので， 一般にホームサマリット教育用と

して，社会庁，労働庁は細かい案内書や手引を作製して

ホームサマリットに配布している。

ホームサマリットの歴史は，貧困家庭を対象に発足し

発達してきた。今日のスウェーデンの老人はどの社会層

に属する人でも，ほとんど若い世代とは同居しておら

ず，しかも家事使用人は全くなくなり，独居または夫婦

暮しの老人はすべて日常生活を自分で処理しなければな

らない。それが身体的に困難になってくると，その困る

度合は収入の多少にはかかわりなく老人みな平等になっ

たのである。サマリット事業は，老人の因る度合だけを

尺度にして行なわれる老人援護の仕事であって，料金を

余計払うからといって余計にサービスしてもらえるもの

ではない。料金は派出先家庭の収入額 (23段階〕と家族

数 (1 人~10人〕から割り出されるのであって，最高額

はその地域のホームサマリツトの時間給に相当し，最低

は無料である。

リーダーの役割が大きいことがこの事業の;特徴であ

る。ホームサマリット派出の要請があると，まずリーダ

ーがその老人を訪問する。そしてホームサマリットのな

老人ホームの増設はせず，やっているのは昔の救貧院を

改造して使っていた老人ホームを取壊して，新しいモダ

ンなものを建設することで，戦後半数の老人ホームを建

て直したといっている。老人ホームに代る老人のケアは

挙げてホームサマリットの強化におかれている。ところ

が今日では，これをもう一歩越えて，老人病病院に入院

すべき病気の老人も，ホームサマリツト，地域保健婦，

地域医師のチームケアで自宅療養が可能となった。老人

病病院は健康保険の運営であるが，老人ホームよりさら

に数倍の経費がかさみ，ベット数は限られている。ホー

ムサマリツトの任務には，老人家庭の家事に加えて，家

庭看護の知識がますます要求されるようになってきた。

将来は看護婦に近いホームサマリツトを特別に養成し

て，自宅療養老人専門のサービスに当らせる考えがある。

老人家庭奉仕員の指導と将来 日本の固としては，老

人家庭奉仕員事業に予算をつけ，それを都道府県に配分

はするが，受け取る地方当局側には，この事業に対する

十分な態勢がまだできていないのが実情である。昨年発

足した厚生省の外廓団体である財団法人老人福祉研究会

は，全国的に老人家庭奉仕員事業の指導を受けもって，

制度の効果を挙げるための努力をしている。全研究会は

本年3月，第 1回全国老人家庭奉仕員中央研修会を開き，

各県から老人家庭奉仕員の代表を参加させて，日本では

じめての奉仕員教育を行なった。出席した代表者は県に

帰ってそれぞれ研修の結果を報告するのである。同研究

会はさらに本年度中には，全国を 6ブロックにわけたブ

ロック研修会，地方ごとの地方研修会，海外派遣研修を

計画中である。また研究会の編集による「ねたきり老人

のお世話_j iホームヘルパーの手弓J_jを全国の奉仕員に

配布している。

日本における老人家庭奉仕員の教育は，こうして本年

より漸く初まったところである。しかし当局でも，老人

福祉は施設保護よりも居宅福祉をという方針でいること

だから，居宅福祉に重要な役割をもっ家庭奉仕員の資質

向上のため，学校教育その他の養成，フロログラムが検討

されているのは当然である。

厚生省は本年3月に大型の老齢者対策プロジェクトチ

ームを設置した。老人家庭奉仕員事業はその第 4部会

「居宅サービス，福祉施設に関する部会」で取り上げら

れるのであろう。今後どのように発展していくものか期

待されるところである。
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日瑞両国における老人問題の比較研究-(1) 
Komperativ Studie detraffande aldrings prodl巴m i sverige och Japan-(1) 

1.両国比較のための視点一理念型としての福祉社会

両国の比較研究を行なうには，両者とも共通な社会基

盤に立って，問題の所在を焦点づけなければJならない

が，衆知のとおり日本は自由資本主義国，スウェーデン

は混合経済を主軸とする福祉国家であり，相異なる社会

体制にあるため，同次元で直ちに比較検討の対象となり

にくい。

そこでわれわれは両国の比較分析のために「理念型と

しての福祉社会」を想定し，思考上の理論仮説とする。

社会福祉を考察するに当って従来は，経済的物質的福祉

を優先的に考えがちであったが，本論における考え方で

は，福祉社会の下部構造は経済的物質的福祉であるが，

上部構造は非物質的精神的福祉となる。前者を福祉建設

の第一段階とすれば，後者は第二段階であり，高度に発

達した福祉社会では，第一段階を達成したうえで，第二

段階へと上昇してゆくものとする。スウェーデンは現在

も高度に発達した福祉国家であるが，理想、実現のための

建設過程としてとらえることができる。日本もまた「経

済成長」を政策上の単一目標とした時期から「国民の生

活福祉優先」の政策に転換すべき移行期にさしかかって

いる。両国における福祉建設の程度差は甚しいとして

も r福祉社会における老人対策の比較」ということに

焦点づけて考察することは可能であろう。

さて老人問題の指標であるが，大別して行政施策の面

と個人的対応の二側面からアプローチすることができ

る。ところで物質福祉の面は老後生活の保障として， (1) 

老齢年金， (2)老人住宅， (3)老人の就労， (4)老人の医療保

障， (5)老人のケアなどが含まれるが，精神的福祉面では

(1)家族制度と老人の座， (2)老人の人間関係， (3)社会変化

と老人の再適応の問題などが含まれる。原則的には第一

段階の物的生活の保障が確立したうえで，第二段階の精

神的面での老人の生き方についての政策が実施されるべ

きであるが，現在のような激動する社会においては，世

代交流や老人の社会再適応など，適切な老後の生き方を

急速に設計しなおす必要から，社会保障制度の未発達な

たとえば日本のような社会では，第一，第二段階とも，

その建設を平行的に進行させることもあり得ると考えら

れる。

n .物質的福祉の函から

老人福祉に関する物質的保障として，年金住居，就労

医療およびケアなどの指標があげられるが，本論では誌

面の都合上，年金と住居の面に焦点づけ要約して述べる

ことにする。

(1) 老齢年金

スウェーデンではA.P. (国民年金と A.T.P(付加

年金〉の二本立を原則としている。 A.P.は1913年に
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The National Pension Actが成立して以来継続し，最

初は個人の積立方式を主とし一部を税金による政府資金

で補助した程度であったが， 1946年の法改正により，個

人の積立方式は廃止された。財源の大部分を国庫負担と

して満67歳以上のすべての国民に対して男女差なく支給

実施されたのは1948年 1月以来である。支給額は物価上

昇によるスライド制によって決定され，年々増額してい

るが，例えば1970年 1月では単身者で年5，400クローナ

(約37万8，000円〕となり，最低生活は保障されるに至 p

っている。 A.T.P.は保険方式で，現職中に収入に応t
じて保険料を払い込み， 67歳以後に払込み額に比例して

支払われるもので， 1960年 1月から徴収が開始され， 19 

90年でなければ本格的な給付は行なわれない。したがっ

て現在の老人にはまだ実質的な恩典はないが，これが支

給開始されると， A.P.に上のせして給付されるので，

老後生活も現職時代の能力による社会活動の成果を反映

させることができるであろう。

日本には各種年金が存在するが，スウェーデンにおけ

るA.P.のように全国民を対象とする一律年金はない。

政府が取扱かう公的年金の代表的なものとして一般被用

者を対象とする厚生年金(対象者約1，918万8，000人〕お

よび国民年金(対象者約2，099万6，000人)で，いずれも

積立方式による保険制度である。前者は1954年以来実施

され期間20年間で給付額は平均年額約93，800円となる。

後者は1959年以来実施され，期間は25年で，その聞の掛

金は一律200円 (20歳-34歳)と 250円 (35歳-59歳)

であり，給付額は年額19，200円，いわゆる一万円年金で

ある。これらの他，国家公務員，地方公務員およびその

他の職種別共済組合などの年金が存在するが，いずれも

所轄官庁も組織体系も異なり，複雑を極める。

ここで両国における年金制度の長短を比較すると，次

のような二，三の問題が指摘され得るであろう。

まず年金制度の面からみると，各種の複雑な保険制度

が存在する日本の制度は多元社会に適わしい様相といえ

るであろう。個人の能力次第でいか様にも社会的権威と

権力を獲得できる日本では，現職時代の実力が老後の生

活維持にそのまま反映する点は，生産年齢に該当する時

期に各人の勤労意欲を高めるという意味では確かに効果

がある。 一律の国民年金の給付によって老後生活を支え

る現在のスウェーデンの制度より，この面では優れてい

るといわなければならない。しかし，社会活動の面で実

力の弱い多くの国民の老後生活の保障がない点は，日本

の年金制度の最大の欠陥となる。国民年金の給付額 19，

200円を月額にして約1，600円となる。現在の物価高のな

かで，老人は一体 1か月に何日間の生命維持が保障され

ることになるのであろうか。ちなみに現在は経費老人ホ



ームの入所費が9，000円-13，000円を必要とする時代で

ある。福祉社会の原理にしたがえば，すべての国民の最

低生活を保障できる国庫負担による国民年金制度が確立

したうえで，現職時代の能力を老後にも反映できるよう

に保険方式の年金制度が付加されるべきである。このよ

うな意味から A.P.とA.T.Pが二本立で完全に実施さ

れる1990年以後のスウェーデンの年金制度が，理想、の形

態といえるであろう。

次に年金支給開始の時期であるが，スウェーデンでは

満67歳の定年退職と年金支給の時期が一致しているので

問題はない。ところが日本では多くの企業の定年は 55

歳，公務員で60歳が普通である。にも拘らず，年金支給

開始の時期は厚生年金で60歳(女性55歳)，国民年金で

65歳となり，定年退職時との間に 5年-10年間のずれが

ある。この制度が改正されない限り，たとえ最低生活を

保障できる国民年金制度が確立しても，老人は定年後の

5 -10年を必然的に再就職して労働しなければならない

のである。老後の就労は，健康が許す限り社会的役割を

果すとか，生きがいを求めるために行なわれるのが，福

祉社会の原理であって，生命維持のために就労すること

があってはならないのである。 1966年の統計によると，

国民一人当りの所得に占める年金の給付水準 (65歳以上

の給付として)は，スウェーデンが最高で45%，日本は

わずか9.5%にすぎない。ちなみにイギリス39%，フラ

ンス35%，アメリカ38%である。日本でもせめて国民所

得の40%まで持ち上げるならば，経済大国としての福祉

社会の建設が高度に発達したといえるであろう。

(2) 老人住宅，住居

老人の住宅については， 1940年代までは，スウェーデ

νでも放置されたままで，多くの老人は古い家屋に不便

な非合理的，非能率的な住い方をしていた。 1940年代の

一般市民の住宅は高い文化設備をそなえ，古い家屋も近

代的に内部改造され，その水準はヨーロッパ第ーといわ

れた。 1940年に政府が老人専用アパー トの建設を行ない

年金受給者の約5%は入居できた。 1948年にはストック

ホルム市が卒先して住宅手当の支給(年金以外に収入の

ない老人)を初め， 1955年には住宅手当が全国的に制度

化された。 1967年以後現在のスウェーデンにおける老人

の住宅は a個人アパート b老人アパート c混合アパ

ートの三種類ある。

a 個人アパート・ 主として都心にある従来からの個

人アパートで，設備が悪く不便なものが多い。建築が古

いだけに，採光，通風も悪く健康維持にも不適切である

から，公営の老人アパートに移住するよう進めても，住

み馴れた環境を離れたがらない老人の保守性が，移住を

拒否する。

b 老人アパートー- 都心を離れた閑静な場所に「老人

村」とでもいうような区劃を作って，老人専用に建設さ

れたアパートである。 1954年から建設され，年次ごとに

約1， 000戸の苦手jで増加し， 1967年で約38，700戸に達して

はいるが，スウェーデン園内の全老齢人口の約5%を収

容しているにすぎない。ここでは各アパートの他に共有

のホーノレ，趣味の部屋，レストラン，中央調理場，医療

サービス機関および附属の工場を設備していることから

新しい意味の老人ホームといえるであろう。老人アパー

トは内部設備も備い便利であるにも拘らず，老人は若い

世代と隔離された閑静な「老人村」に引き込もるのを喜

ばない。

c 混合アパート 1960年から建設され，活動的な街

のなかにあって，老人用住宅と若い世代用住宅とを併設

したものである。ここでは老人住宅と若い世代の家族住

宅とが同じ建物内にあるので，必要に応じて親子の協力

ないし若い人たちとの世代交流ができる。異世代聞の連

帯交流を原理とするスウェーデンの福祉政策の推進のた

めにも，このタイプの住宅建設が急激に進められ， 1967 

年には24，221戸に達している。しかし，福祉国家スウェ

ーデンにおいても，老若の世代が同じ環境に住みなが

ら，両者の精神的相互依存ないし交流が行なわれがた く，

いわゆる世代断層が解消しないため，スウェーデンにお

ける住宅・住居政策の今後の課題となっている。

スウェーデンに比較して，日本の住宅政策は貧困とい

わなければならない。老人世帯向けの第二種公営住宅は

1964年から着手し， 64年の70戸から67年では 701戸と約

10倍に増加した。しかし， 15年後の1985年には専用住宅

を必要とする老人世帯は 150万と推計されているのに，

とても追いつける数ではない。加えて第二種住宅は一般

向住宅を老人に割当てたもので，場所，間取り，設備等

も老人に適さない面が多い。政策の貧困にも拘わらず日 J

本の老人の居住についての救いは，長い間継続してきた

直系家族の摺習的残存が，老人同居の拡大家族形態を可

能にしていることであろう。 1963年の高齢者調査による

と，家族と同居者79.9%，別居者14.4%となっており ，

同居者のうち75.5%まではこのまま同居したいと望んで

いる。別居者でも 4.9%のものが「できれば子どもと同

居したい」といっている。

ここで両国の老人住宅の政策を比較すると，日本の場

合は専用住宅の絶対数が足りないばかりでなく，老人住

宅に対する政策上の基本方針も確立していないといわな

ければならない。その点スウェーデンでは老人アパート

か，混合アパートかと，福祉社会の原理にもとづいて，

幾度かの試策を重ね，少しずつ向上させてはいるが，ま

だ理想的な段階に到達していない。老人住宅としての適

切性は，個人アパートか老人アパートかといわれても，

何れも一長一短是非を決めがたい。たとえば OpenCare 

を主体にし，自由に行動できる面からは個人アパートの

方は有利であるが，寝たきり老人になる場合の収容のこ

とを考えると老人専用アパート(医療センター附設〕が

好都合である。また若い世代との連帯交流を考慮した混

合アパートの建設がなされ老若世代が同環境に住んで

も，実質的な世代交流は行なわれがたい。長い聞のうち

に核家族の制度が生活様式および生活感覚のなかに浸透

し切ったスウェーデンでは，老人の孤独や老人世代の隔

絶の課題として，住宅政策から精神的福祉の面に課題を

提出している。日本でも核家族化の進行とともに，老人

同居の拡大家族は減少するであろうし，老人世代の隔絶

も遠からず課題となるであろう。

老人住居の理想形態はまだ見出し難いが，未来におい

ては各世代独立生計を営みながら協力し合う新しい三世

代を含む拡大家族の制度化案なども提案されている。理

想的な住居形態としては，一部スウェーデンで試作され

たコレクティグハウスまたはサービスハウスなどがあげ

られるであろう。これは老人用の lDK-2DKと若い

家族用の 3-4DKを共通のリビングルームで連結し，

生活はお互いに独立しながら，団らんの場を共にするも

のである。さらにピル内に診療室，食堂，日常生活に関

するサービス機関が附設されるとなればなお結構であ

る。 c資料，スワェーデンの老人福祉(資料第 6号〉深

刻化するこれからの老人問題(国民生活審議会，老人問

題小委員会報告J (つづく〉
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Bri巴fnotes of Sweden 

「交通犯罪を犯した運転手の処遇は刑務

所に入れずに」
New Treatment for Traffic Offenders 

5月12日(土〉に開かれたノレンド・アカデミーの法律

家部会の会合で，前高等裁判所長官 MathsHeuman氏

は次の国会に「社会内保護を受けることを義務づけた保

護観察」という交通犯罪者に対する新しい処分をふくむ

新交通犯罪法が提案されることを明らかにした。

その提案によると，これまでの調査で運転手の80~90
%はアルコールの曙癖をもっているとのことで，取締及

び、事故の際には呼吸検査と血液検査を義務づけ，また上

記の保護観察の判決には一般予防の観点から罰金を併科

するとのことである。拘禁刑は存置されるが，その比率

は1.5%から 1.2%に減少する見込である。

しかし，この提案に対しては批判があらわれており，

高等裁判所判事の GustafPetren氏は，国際的協力と

いう観点から，地域での保護手段の可能性と刑の緩和の

妥当性とについて疑問を投げかけており，また法廷精神

医の BoGerle氏はこの保護手段への強い反対をおそ

れ rこの保護は，保護を受ける者の協力が得られなけ

れば決して効果は生じない。大多数の者は強制された開

放処置よりも拘禁刑を選ぶだろう」と述べている。

スウェーデンの低所得者I乙ついて
Laglonerna i Sverige 

CJ. S.) 

スウェーデンでは，年収 1万6千クローナ(112万円〕

以下のものは，一応低所得層の中に入る。現在この層に

入る人たちの数は， 45万4千人といわれているが，その

大部分はパートタイマーではない。

低所得調査の結果は，低所得と生活水準の(保健，金

まわり，財産，自由時間等々〉との聞に関係があること

を証明している。ところが，住宅の居住面積に関するか

ぎり，低所得層とその他との聞に大差がないという。さ

て低所得者は何処にいるか調べて見ると，小売業に 5万

7千人，農林業に 3万5千人，看護職に 3万4千人，教

育関係に 3万3千人働いていることが判明した。工業部

門には，低所得者は極く僅かしか働いていない。さて，

どうして低所得者に落ちるかというと，家庭で仕事をす

ること (96%)，衛生作業や個人サービス (46%)で働

くこと，ホテルやレストランで働く (44%)こと等が数

え上げられている。なおカツコ内の数字はその業界の低

所得者の割合である。要するにこれからの成長産業とい

われるサービス部門は，工業部門よりも低所得的傾向を

持っているといえよう。 (M.O.)

家庭で主婦専門の方がぜいたくである
Hemmafru Iyxkonsumgtion 

スクェーデンの中央統計局o調査によると，共稼ぎの

8 

家庭の夫婦の消費支出は，独り稼ぎに比べて余り多くな

いことが判明した。この傾向は世帯主が中年層 .(40乃至

49才)場合にはっきり出ている。なお一般にこの年層の

家庭では結婚している婦人の就職ケースは，その他の家

庭に比べて断然多く約60%に上る。

この年代の共稼ぎ家庭の消費支出は，独り稼ぎ家庭に

比べて年間約300クローナ多いだけである。若い年層の

共稼ぎ家庭の消費支出は，中年層よりは多く，婦人が主

婦専門である場合よりも，年間2，000クローナほど多い。

これから考えると，夫婦共稼ぎは所得平等政策に大き

く寄与しでいることが判る。 (M.O.)

毒物回収のキャンベーン
Kem-rest-insamling i S凸dertalje

今，大ストックホJレムの南のセーデJレテリエ ・コ ミュ

ーンで，企業や家庭から出る化学製品の廃棄物回収大キ

ャンペーンが行なわれている。このキャンペーンの始ま

ったのは 4月1日， 10月1日まで続くはずだが，もちろ

んこれは実験的な試みである。この試みには，毒物取調

委員会 (Giftnamnden)やコミューン連合 (Kommun-

forbundet)やスウェーデン廃物再生株式会社 (Sakab)

が協力している。このキャンペーンが成功した場合に

は，全スウェーデンもこれにならって立ち立ることにな

るであろう。

1964年からすべての毒物は棄てるとき，確実な方法で

無毒にするように規定されている。その後環境問題がや

かましくなり，先年DDTに類する殺虫剤が使用禁止に

なった。そして1972年からコミューンが，その行政区域

内の廃棄物処理について，全面的に責任を負うことにな

った。古い薬びんやいかがわしいものに洗剤]や錠剤，溶

剤その他薬品の粉末を入れてごみ箱にすてたり，下水に

流すことは一切禁止されている。

以上のような経緯から，シェデノレテりエのキャンペー

ンを見ると誠に興味深い。程度の大小は別にしていやし

くも有害なものの市販する場合に責任を持っているもの

が，その廃棄物の処分を取扱うということは，至極当然

なことである。

キャンペーン期間中，関係記事は新聞雑誌で発表さ

れ，成績は悉く家庭に頒布され，掲示板で公示される。

古い錠剤や，染料や油の残りはみなそれぞれ薬局や塗

装!苫やベンジンステーションに手渡すことになってい

る。

保健所は回収者から廃棄物を引き取って Sakabに引

渡す。回収品の大部分は焼却されるが，極一部ではある

が焼却出来ないものもあるという。

将来のことを考えて，回収品をどう区分すべきかが，

問題になるだろう。この点から見て，回収所の仕事を正

確に観察し分析することが必要になる。

試験成績を評価するために， 10月1日以後に懇談会が

催される筈である。この試みのために毒物調査委員会は

10万乃至13万クローナの補助金をコミ ューンに出している

我国でもこれ位のことは出来そうなものではあるまい

か。 (NyTeknik) (M. 0.) 



百貨庖も不景気
Stagnation for varuhusen 

スウェーデンの百貨庖の1971年第 l四半期の売上げを

見ると， 1970年の同期に比べて約 6.5%増加している。

しかしこの間にスウェーデンの消費物価は取引税の増税

を含めると， 8%だけ上がっているから，百貨庄の実質

売上は幾分下ったことになる。 1960年代の百貨j苫の売上

増は実質5乃至8%でlクローナ計算では10乃至15%増

に相当するものであった。従って百貨底コンツェノレンの

中には，多額の在庫投資を行なっているものも少くな

い。これが当分フルに利用することが出来るとなると可

成り痛いことになる。

1971年の第 1四半期分を分析して見ると，食料品の方

は13%増加している。なお食料品の売上はスウェーデン

の百貨庖では，全売上げの 3分の 2を占めているとい

う。ところで食料品以外のものを見ると，価格計算で僅

かに約 1%増にすぎない。ここで注意を要することは，

百貨庄は相変らず小売底の食料品以外の売上げを侵略し

つづけているということである。

食料品以外の商品の売行き不振は，スウェーデン社会

の不景気の反映であって，特に小売商にとっては苦しい

時期であるということが伺われる。従来この商品グルー

プの売上増は，百貨j苫7-12%，小売庖 6-10%が常態

とされていた。今後このような変化をもたらしたのは，

百貨庖が小売底を食ったことにあるといわざるを得な

u、。
米端配給機構の現況を見ると，百貨底にとって1960年

代の全盛は，昔の夢となったような観がする。

もちろん1971年の第2四半期になると，幾分この景気

が上向くことも期待されないわけではない。なお第3四

半期になると，賃上協定の成立によってサマー・ラッシ

ュが来ることもあり得る。しかし総括すると 1971年は

スウェーデンの百貨庖にとっても，小売商にとっても

Stagnation期ということになる。

1970年と1971年の第 1四半期の百貨庖の地区別売上を

比較すると次のとおりである。 (1970年分を100とする〉

地区別 食料品その他合計

1 大都市都市内地区 103 94 94 

2 大都市周辺地域 122 110 116 

3 中都 市 市 内 113 99 105 

4 町村 112 103 108 

なお百貨庖の総売上高(百万クローネ)

食料品 802.7 (+ 13%) 

その他 824.2 (+0.9%) 

計 1，626.9(+6.5%) 

となっている。 (M.O.)

野党の支持を得た社民党
The Palme Government supported by the Opposi-

tion 

歴史は，対立を見ると，悪魔のように悦に入る。先の

選挙で社会民主党が過半数を取れなかったとき，議案を

通過させるために社会民主党は共産党と手を組まなけれ

ばならないだろうと予想された。 17議席を占めた共産党

が， 163議席の社会民主党と， 170議席の野党(中央党

・自由党および保守党〉との問のカのバランスを事実上，

左布すると考えられたからである。

これまでのところ，全く予想、に反したことが起きてい

る。新しい一院制の議会で行なわれた三つの重要な決定

において，パノレメ政府は，共産党を回避し，他の野党の

支持を受けたのである。

最初の試練は，政府が，小規模の新聞社の倒産を防ぐ

ために，公告税案を提出したときであった。これは，基

礎的免除額を 2億 1，600万円とするほか，公告税として

新聞には 6%，雑誌には10%を課し，その見込み収益35

億 6，400万円のうち， 23億 7，600万円を小規模新聞社へ

の補助金とし， 10億 8，000万円を政府の公害宣伝費に当

てるというものである。パルメ首相は中央党のへド/レン

ド党首の考えを打診し，多少の変更を加えて彼の協力を

確実なものとした。そして，小規模でかつ最あ逼迫した

新聞社の多くが支持していたこれらの二大政党が共同で

法案を提出したのである。

二番目の問題は，文宮と知的職業人が行なった22%の

賃上げスト後の長引いていた争議に，停止命令を出すべ

き時期に生じた。ストの影響は社会福祉事業，運輸，学

校および他の各種の公共事業にまで及び，さらにブノレー

カラーの働く産業の閉鎖もありうるとあやぶまれた。こ

の争議が被雇用者と雇用者の争議であるというよりは，

ノレーカラー組合とホワイトカラー組合の争議であり，か

っその解決には骨の折れる，恐らく何カ月もの過程が必

要であろうということが明らかになったときに，冷却期

間を 6週間とする総職場復帰法案が起草された。政府は

3人の野党党首の意見を聞き，国会議員350名のうち279

名という大多数によって法律を制定した。反対したのは

共産党と保守党の少数者とだけであった。

この法律を先ず制定し，その後で特に武官を含む国家

公務員のストおよびロックアウトの制度を全面的に再検

討すべきであるということについて，各種の被雇用者グ

ノレープ問よりも 4党の党首の聞で，より強い意見の一

致をみていた。組合の指導者の中には，この法律が将来

ブルーカラーの交渉に政府の干渉を許す前例となるので

はないかとみる者もいた。

しかし保守党党首イエスタ・ボーマンは，次のように

説明している。 rわれわれが介入せざるをえなかったわ

けは，事態、が経済および雇用の問題にとって極めて重大

であったからである。この法律は，争議の相手側に圧力

を加えるために雇用者たる国家がとった措置であるとみ

なすのではなく ，反対に，交渉を助長するためのものと

みるべきである」と。

第三番目の反撃は， EECに対してとった政府の態度

をめぐって起きた。政府は，欧州経済共同体に加盟国と

しての完全な資格を求めることは，スウェーデンの中立

と相いれないものであると決定した。外交問題諮問委員

会の席上で， 一定の留保意見を表明してはいたが，野党

側の 2人がこの政府の立場を支持した。

政府の覚え書きには，スウェーデンは，加盟国との権

(11頁へつづく〕
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ス ウェーデンにおける未来研究
Framtidsstudier i Sverige 

組織好きのスウェーデンは，今盛んに未来研究に熱を

上げ，研究組織や国家統制の可否そして未来研究所のあ

り方などが，熱心に論ぜられている。

なお未来研究と長期計画は往々混同される。未来研究

の目的は，発展が今までのように継続する場合に，将来

の社会環境がどう変るかを解明することにある。これに

はもちろん新しい技術や政治経済その他もろもろの発展

の方向に影響を及ぼす要素が考慮に入れられる。したが

って未来研究の第一の仕事は，もし将来何も異変が起ら

なかったなら，何が起るかという情報を提供することに

なる。

未来研究の第二の仕事は，予想される将来の環境につ

いて討論することである。討論は予想される社会発展の

形態とこれに対する価値観が中心になる。

長期計画の目的は，組織的研究を基礎にして企業その

他の機関に長期および短期行為の下地を提供することで

ある。なお企業の長期計画は，個々の個人を対象とする

だけでなく， 一つの管理されたシステムとして発展を追

求するものであるから高度に行動的な方向を取ることに

なる。

未来研究は長期計画にとっては，非常に役に立つが，

長期計画そのものとは趣を異にしている。業界で主導的

地位を占めている大企業や組織は，将来の発展目的およ

び価値観に大きな影響を与えることが出来ることは申す

までもない。しかし大多数の企業の状態は，めいめいの

発展に最善を尽しているのが精一杯である。

未来研究と長期計画とを，このように区別した上で，

スウェーデ、ンの民間企業が，本当に未来研究を行なって

いるかどうか調べて見ると結論は「ノー」である。これ

に反して多くの企業は長期計画のために組織を作り，部

分的には既にその結果を実際に利用している。しかし本

格的に組織化されたものは僅かに数社にすぎない。

従って以下の資料は一部のものを除いては未来研究と

いうよりも，長期計画組織というべきものであるが，仮

りに一括し未来研究として取扱った。

最近スウ ェーデンの工業科学アカデミ一系統のある雑

誌は，公私の企業95社にアンケートをくばって，未来研

究の現況調査を試みた。これに対して解答をよせたの

は， 95社のうち841:土であったという 。

アンケートの答解を色わけして見ると，現に来来研究
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を行なっていないし今後10年以内に始める気のないの

と，具体的な形式はとっていないがとにかく行なってい

るのと，特別の未来調査機関を持っているのが，それぞ

れ約3分の lづつであった。

アンケートの質問要項は，現在行なっている方法，関

係方面との連繋の要否，効果，将来に対する態度等であ

ったが，これに対する解答は次のように出ている。

0未来研究は企業の躍進を意味する。

0実行はしているが，今のところ結果を判定すること

は出来ない。

0食欲は食べながら出て来るものだ。未来研究は積極

的に進めれば進めるほど，値打がわかって来る。

0今行なわれているのは，ブレンスト ーミング，傾向

探求法や，ヂフレプロセス等である。

0未来学研究所(単または複数〕の設立が望ましい。

工業科学アカデミーの提案している半官半民の未

来学研究所設立に賛成するものは，過半数である。

しかし互に競争させるためには，半官半私のものー

ーの外に幾つかの研究所がある方が望ましい。

雑誌の編集局責任者は，アンケートの解答の趣旨を確

めるために，関係企業側からインタービューをとったと

ころ，その結果は次のとおり出て来た。

0アンケートの解答から，未来研究気運が昂まってい

ることが伺われる。

0都市計画には未来研究の協同が必要である。

0そこで企業が未来研究システムをどう社内に導入し

ているかというと.もうすでに未来研究の手法を売

物にしている会社もあった。未来研究的に業務を19

85年までに推進するためには，少なくなくとも1985

年までに，何時も 6カ月計画を持っていなければな

らない。

01970年 1月，未来研究調査会は， 70年の未来研究に

ついて討論を試み，この年の夏になって成案を得

た。

0未来問題研究所設立案の主唱者は工業科学アカデミ

ーであったが，あまり同意が得られなかった。しか

し新たに，協会と資料を持つ仲介センターがスター

トした。この新組織と工業界との連絡は円滑に行な

われている。

スウェーデンの政府機関の未来研究の取上げ方は，最
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上級のものと，最下級のものと両極端である。しかし最

上級のものでも，政府と国会から与えた枠の内でだけ仕

事が出来るので，いささか期待に外れるところがある。

従って仕事の進め方も，投資の大部分が長すぎて，償却

が30年にも及び，投資方法そのものも現実の要求で決定

されるなど，内部的に矛盾だ、らけである。これについて

若干の例を挙げて見ょう。

経済防衛庁は，任務上，未来研究を無視するわけには

行かない。国営企業庁も新に，デノレフィ方式でまとめた

大規模の未来研究を公表した。エネルギー委員会はエネ

ルギー問題の長期計画に取組んでいる。技術開発庁は長

期研究開発計画を熱心に検討中である。北欧社会問題研

究所では，未来計画を立案することは当然のことである

が，すでに1970年4月20日未来学またはこれに相当する

問題の講座を開講した。もちろんこの講座は，未来分析

の一般原則に関するものだけである。

スカンヂア・コンツェノレンは未来学に熱心な唯一の保

険会社である。外の某保険会社も近〈スタートすること

になっている。その他某生産会社(環境部門〕もスター

ト準備が終った。銀行も保険会社も未来研究に対する態

度は区々である。

しかしここで一つの傾向を認めることが出来る。それ

は通信機のような長期投資的製品や自動車のような耐久

消費財のメーカーは，可成り積極的に長期計画に取組ん

でいる。しかし計画期間は10年が限度である。ある林業

会社が未来研究に対して極めて拒否的である。これはこ

の部門の不振に関連するものではない。これはこの業界

独特の傾向である。スウェーデンの典型的な林業鉄鉱兼

業の茶会社の如きも，未来調査は鉄の方だけで立派に行

なっている。

外国会社の代理庖または子会社は，スウューデンでは

未来調査を行なっていない場合が多い。

アンケートに解答を寄せたある大卸売会社で未来調査

問題について根本的に検討した。しかしこのときの話は

長期計画のことで，いわゆる未来調査のことではなかっ

た。

スウェーデンの連鎖百貨庖は，未来調査を行なってい

ない。驚いたことには， KFも同様である。激しい市場

競争に加わっている公報業者も全然未来調査を行なって

いない。ただ一つのl.{J"u外はスウェーデン電公社が，消費

研究所にこの仕事を依嘱していることだ。

ある種の工業部門たとえば精糖工業の如きは，関税問

題，国際価格および市場協定について調査を行なってい

る。その他の部門例えば造船業界は共同で調査機関(ス

ウェーデン造船研究基金 SS F)を持っている。

なお将来設立されるであろう民需未来研究について，

アンケートの解答者たちがどんなイメージを持っている

か。分類して表に現わして見ょう。

特別な未来研究所設立の価値評価

研究所なし特別組織に特別部門乱
でもよい よらずに で 副

大きな期待 6 7 11 24 

ある程度の期待 14 16 9 39 

あまり期待しない 1 1 0 2 

特別の未来研究が設立された場合の運営法

定まっ?
研究所 組織を正賞別組織 計
不要 らずに

幾っか競争させ A 

る案 吐

国立のー研究所案 1 

政府と経済界と 15 
の合作案

つd
1

A

n

J

1i
 

R

u

t

i

n

U

 

司
自由
晶

q
L

『
υ

n

6

1

ょ

っ

υ

経済界でー研究
所案
その他の別の方 っ
法で d 

政府経済界合作案が首位を占めていることは，注目に

値する。

なお1980年代に完成するストックホノレムの衛星都市

Jarva Cetrum-Hantaの建設計画は未来研究から見て

極めて興味深いものであることを附記して置く。

2 。 3 

5 2 10 

【9頁よりつづく】

利・義務を明確に定めた特別協定の形を執って， EEC 

と緊密な連緊を求めたいと述べられていた。さらにそれ

には，スウェーデンは，工業製品および農産物の双方か

ら成る関税同盟と，拡大された西ヨーロッパ市場が能率

的に機能し，かつ参加国が相互の貿易から最大限の利益

を得ることを保証する措置とに参加する用意があると述

べられている。

オロフ・パyレメ氏が中立に大きな重要性を与えたとい

うことは，先の二つの機会と同様，今回も，野党の尊敬

をかちえた。彼の立場は，特にへドノレンド氏によって是

認されている。ヘドノレンド氏は70歳で，今年の後半に引

退する意志を表明しているが，目下のところ，実際以上

に与党と一体であるかの如くに振舞うことによって，社

民党の考えを横取りしているようにみえる。 3月の世論

調査では，中央党の人気が上昇し社民党のそれが低下し

たが 4月には両者とも伸びた。共産党よりもむしろへ

ドノレンド氏の方が，少なくとも当面の問，意志決定の操

作の鍵を握っているようにおもわれている以上，恐らく

歴史が彼に引退を延期するように説得するであろう。

この 4党の協調によって，議会の決定が，敏速にかっ

威信を失なわずに行なわれうることが示され，さらに政

府に，その少数党の立場から予想しうる以上に強力な権

限が与えられたので、ある。周囲の情況が性格の激しい，

率直なパノレメ氏をして旧式の戦略と掛引きの術を養うと

とを強いているのであろうか。 (M.K.)
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.スウェーデン大使館に経済アタッシェ New Econo 
mic Attache at Royal Swedish Embassy in Japan 

在日スウェーデン大使館に，新しく経済担当官として
Berndt Ahlqvist氏が着任した。

【1頁よりつづき】

その実際活動の本拠となるもの。スウェーデン国立投資

銀行は株主の一つで， 10億円の資

金供給も行っている。地上9階，

地下 1階，床面積2000坪のこの建

物は今年12月に完成，来年 2月21

日にオーフ。ンする。開館式にはス

ウェーデンから大臣や技術使節団

が来日し，産業デザ、イン展も催さ

れる。同センタ一日本総支配人に

は現トレードコミッショナーのイ

ングマーノレ・リリエンクヴィスト

氏(IngmarLilj巴nqvist，)が就任

する予定。

リリエンクグイスト氏(写真〉の説明によれば，同セン

ターの地下にスウェーデンの有名なレストラン会社が進

出し，始めての本格的スウェーデン料理をはじめるとい

う。 1階はスウェーデン産業の常設展示場，ボノレボ，サ

ーブ，ハッセノレプラードなど有名企業の庖舗が入り 2

階に会議室，見本展示場， トレードコミッショナ一事務

所，カフェテリアなど。 3階から 5階にかけてスウェー

デン系会社，同センタ一事務所，新会社のスウェーデン

センター・マーケティング株式会社などが入る。また 5

階は女性のためのサウナ・へノレスセンターになる。会員

制で，スウェーデン式美容法を日本女性にも広く利用し

てほしいといっている。ほかに近代設備の整った診療所

も開かれる。 6階から 8階はスカンジナピア人のための

15世帯分高級アパート。最近両国に設立された日瑞基金

(J apan Sweden Research Foundation)のスウェー

デン側日本事務所も置かれる。

スウェーデンセンター・マーケティング株式会社支配

人には，現コミッショナ一代理の古立知良氏が就任の予

定で，日瑞両国の技術提携の斡旋，新商品の斡旋などあ

らゆる取引のコンサノレティングを行なうという。

電話東京 (945)1731 

アメリカに次ぐ国民所得，世界で最も高い福祉水準一一それを支える自由へ

の強烈な意志/新しく工業国として更生った森と湖の国の全貌

経済成長と福祉，第二部教育と創造的人生の追求，第三部人類の平和と理想、を求めて

定価 780円

ン
国一一一ー

ア

90葉

東京都文京区水道2-12-2

真写

の

.圃・・圃.

祉

275頁

干高

。研究会活動 Study Meetings 

6・12 老人問題研究会「老齢年金の権利保障」講師国

井園長氏(国井生活保障研究所長〉

6・19 経済産業・福祉国家合同研究会 日瑞共同比較

研究(経済成長と福祉〉の英文レジメ打合せについて

6・25 政治外交研究会 「総選挙とスウェーデン人の

政治意識について」発表者 岡野加穂留氏(明治大学

教授〉

6・28 教育研究会「わが国の第三の教育改革とスウェ

ーデンの教育改革との対比」発表者 中嶋博氏(早稲

田大学教授〕

・日瑞往来 Persons to and from Sweden 

8・21 丸尾直美理事はスウェーデンの経済政策，消費

者活動など研究のため，およそ半年の予定で訪瑞する。

9・ 日本テレビ (NET)ではスウェーデンの都市

政策，都市再開発，人間環境政策など取材のため訪瑞

する。

10・ 佐藤竺会員(成媛大学教授〉はスウェーデンの

都市政策，住宅政策など研究のため訪瑞する。

・最近のスウェーデンに関する資料
Recently-printed materials on Sweden 

小野寺信訳「スウェーデンにおける国防協力自由団

体」外務省軍事問題資料第26号 1971・4

小野寺百合子訳「スウェーデンの民間防衛「もし戦争

になったら』との市民むけハンドブック」

・資料パンフレッ卜の発行 Pamphlets 

丸尾直美「福祉指標によるスウェーデンと日本の比

較」上，下(資料第10，11号〉

グンナー・へクシャ一博士述，小野寺信訳「スウェー

デンの国防政策と国家安全保障の諸問題_j (資料第12

号〉

。資料室から from the Library 

読者でスウェーデ、ンに関する著書，論文等をご発表の

際は，抜刷りもしくはコピーをご寄贈下さるか，掲載誌

名をお知らせ頂ければ有難いと思います。本誌に資料と

して掲載，読者のご便宜に供したいと思います。
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